
厚生労働大臣が定める基準により、九州厚生局へ以下の施設基準を届出しています。

・障害児（者）リハビリテーション料

・入院ベースアップ評価料24

・外来・在宅ベースアップ評価料（１）

・サーベイランス強化加算

・感染対策向上加算３

※患者様のご負担による付き添い看護は認められておりません。

東 病棟 　一般病床「障害者施設等入院基本料（10対1）」の入院基本料を届出。1日に18人以上の看護職員

　（看護師・准看護師）が勤務しています。なお時間毎の配置は以下のとおりです。

　①　8：30～17：30（日勤時間帯）まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は5人以内です。

　②１７：３０～翌８：３０（夜勤帯）まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は15人以内です。

西 病棟 　一般病床「特殊疾患病棟入院料２（重症心身障害児施設）」の入院基本料を届出。

３階病棟 　療養病床「療養病棟入院基本料１（２０対１）」の入院基本料を届出。

　1日に９人以上の看護職員（看護師・准看護師）および９人以上の看護補助者が勤務しています。

　なお時間ごとの配置は、以下のとおりです。

　①　8：30～17：30（日勤時間帯）まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は8人以内、看護補助者

　　　１人当たりの受け持ち数は９人以内です。

　②１７：３０～翌８：３０（夜勤帯）まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は60人以内、看護補助者

　　　１人当たりの受け持ち数は３０人以内です。

　当園の入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策等に関する体制は以下の

　とおりです。

   【入院診療計画】

   【院内感染防止対策】

   【医療安全管理体制】

   【褥瘡対策】

   【栄養管理体制】

３・入院時食事療養（Ⅰ）および入院時生活療養（Ⅰ）について

　常勤管理栄養士の管理のもと、給食の質の向上を図るために保温食器を配置し、適時適温に努めています。

　長期療養のため患者様の嗜好に合わせた献立の提供と、季節に合わせた行事食を実施しています。

・入院時食事療養（Ⅰ） ・特別食加算

・入院時生活療養（Ⅰ） ・食堂加算

　食事時間　　朝食　7：30　昼食　11：45　夕食　17：40（一部18：00）

・療養病棟療養環境加算１ ・診療録管理体制加算３

１・入院基本料に関する事項

２・基本診療料の施設基準に関する事項

病名・病状・全身状態の評価・治療計画・リハビリ計画・栄養摂取に関する計画・看護計画等入院に必要な事項
について、医師・看護師等が共同で策定し入院後7日以内に、患者（家族）に対して説明・交付を行います。

MRSA等の感染を防止する為の設備を有し、院内感染防止対策委員会（月1回開催）を中心とした感
染防止体制を整備しています。

予防対策や医療事故発生時の報告体制、及び初期対応などのマニュアルを整備。医療安全管理委員会
（月1回開催）や職員研修も開催し医療安全管理体制を整備しています。

専任医師と専任看護師等からなる褥瘡対策チームを設置し、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス
等を使用する等の対策及び評価を行っています。

常勤の管理栄養士を1名以上配置しており、栄養管理体制を整備しています。

・療養病棟入院基本料１ ・入院時食事療養（Ⅰ）

・特殊疾患入院施設管理加算 ・入院時生活療養（Ⅰ）

・療養環境加算 ・データ提出加算１及び３

施設基準

・障害者施設等入院基本料10対１ ・医療機器安全管理料Ⅰ

・特殊疾患病棟入院料２

─厚生労働大臣の定める掲示事項─



  当園では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成２２年４月１日より

　領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

　また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、希望される方については、平成

　２８年４月１日より明細書を無料で発行することと致しました。発行を希望される方は事務室にてその旨

　をお申し付け下さい。

　なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解

　頂きご家族の方が代理で会計を行う場合の、その代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書

　の発行を希望されない方は、事務室にてその旨お申し出ください。

　当療育園は、下記項目について保険外負担を頂いております。

・当園では処方箋に基づいて与薬いたします。

・当園の服薬に関しては、看護師が直接患者様の側に行き介助者に手渡して看護師の責任の下に

   与薬しています。

 入院される際には、ご自分で準備される必要はありませんので、寝具の持ち込みはご遠慮

 いただいております。

８・室料について

 当園は、患者様の病状に応じて部屋割りを致しております。又、室料差額の徴収はしておりません。

７・寝具について

                                         重症心身障害児施設はまゆう療育園     園長

2026.01.01

在園証明書手数料 １回につき ４００円

肺炎球菌ワクチン等 各市町村の指定する金額

外泊（外出）時の食費 希望者のみ １食あたり３００円

インフルエンザワクチン

予防接種料
市町村の補助額を鑑み接種料金を設定

理髪料 理髪業者と利用者間の支払いになります。

６・与薬について

オムツ等
（１枚あたり）

消費税込

診断書手数料
園様式 １０００円

他様式 ５０００円

５・保険外負担に関する事項

４・明細書の発行状況に関する事項

紙おむつssテープ止め 89円 尿パットパンツ用 75円

紙おむつS 107円 尿パット 小 62円

紙おむつM 112円 尿パット 中 80円

紙おむつL 126円 尿パット 大 97円

はくパンツS 92円 尿パットSC中 96円

はくパンツM 98円 尿パットSC大 107円

はくパンツL 105円 防水シーツ 66円

はくパンツLL   113円 子供用おむつ 実費
個人の使用量に合わせ、月額10,000円・13,000円・10,000円未満の

方については、袋単位の実費でご負担いただきます。また使用量について


